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監 査 公 表 第 11号

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ９ 項 の 規 定 に よ

り 、 高 知 県 知 事 等 宛 て 報 告 を 行 っ た と こ ろ 、 高 知 県 知 事 等 か ら 措

置 結 果 に つ い て 通 知 が あ っ た の で 、 同 条 第 14項 の 規 定 に よ り 、 次

の と お り 公 表 す る 。

令 和 ５ 年 11月 17日

高 知 県 監 査 委 員

５ 高 行 管 第 226号

令 和 ５ 年 10月 30日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 知 事

定 期 監 査 の 結 果 に 対 す る 措 置 結 果 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ５ 年 ８ 月 21日 付 け ５ 高 監 報 第 ５ 号 で 報 告 の あ り ま し た う え

の こ と に つ い て 、 指 摘 事 項 の あ っ た 機 関 か ら の 措 置 状 況 の 報 告 を

も と に 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 下 記 の と お り 通

知 し ま す 。

記

第 １ 意 見 に お い て 措 置 を 求 め ら れ た も の

１ 意 見

内 部 統 制 制 度 の 導 入 に 伴 い 、 定 期 監 査 に お い て 明 ら か に な

る 不 適 切 な 事 務 処 理 は 減 少 傾 向 に あ っ た が 、 本 年 度 は 増 加 し

て い る 。

事 務 処 理 の 誤 り の 多 く は 、 担 当 者 の 失 念 並 び に 会 計 事 務 に

対 す る 知 識 不 足 及 び 確 認 不 足 で あ り 、 決 裁 の 過 程 で 上 司 が そ

の 誤 り を 是 正 で き て い な い こ と に 起 因 し て い る 。

事 務 処 理 に 当 た っ て は 、 担 当 者 は 、 そ の 根 拠 を 自 ら 確 認 し

行 う と と も に 、 管 理 職 員 も 十 分 に 注 意 し て 決 裁 等 の 事 務 を 行

わ れ た い 。

２ 意 見 に 対 す る 措 置 状 況

会 計 専 門 員 に よ る 定 期 的 な 訪 問 支 援 や 会 計 検 査 等 を 通 じ

て 、 常 に 法 的 根 拠 を 意 識 し な が ら 会 計 事 務 を 行 う と い う 基 本

的 な 姿 勢 を 職 員 に 身 に 付 け て も ら え る よ う に 支 援 す る と と も

に 、 会 計 事 務 の 基 礎 研 修 や 実 務 研 修 な ど を 通 じ て 、 職 員 が 会

計 事 務 に 対 す る 理 解 を さ ら に 深 め 、 知 識 の 向 上 を 図 る こ と が

で き る よ う 引 き 続 き 取 り 組 み ま す 。

ま た 、 各 所 属 の 決 裁 過 程 で チ ェ ッ ク の 要 と な る 次 長 等 に 加

え 、 会 計 事 務 に 関 し て 担 当 者 へ の 指 導 の 中 心 と な る チ ー フ に

対 し 、 会 計 事 務 に 関 す る Ｏ Ｊ Ｔ の 推 進 や 部 下 の 業 務 の 進 捗 管

理 の 重 要 性 を 意 識 づ け る 研 修 を 行 う と と も に 、 所 属 か ら の 依

頼 に 応 じ た 出 前 研 修 の 実 施 に よ り 、 組 織 と し て の チ ェ ッ ク 機

能 の 強 化 を 図 り ま す 。

さ ら に は 、 事 務 処 理 の 誤 り に つ い て 、 過 去 の 事 例 や 他 所 属



の 事 例 を 情 報 共 有 す る こ と で 、 リ ス ク に 対 す る 各 所 属 の 自 己

点 検 機 能 の 強 化 や 職 員 の ス キ ル ア ッ プ を 図 り 、 適 正 な 会 計 事

務 の 執 行 に 取 り 組 み ま す 。

こ う し た 取 組 に よ り 、 内 部 統 制 制 度 の よ り 効 果 的 な 運 用 を

図 っ て い く と と も に 、 今 後 財 務 会 計 シ ス テ ム を 再 構 築 す る 中

で 、 電 子 決 裁 の 導 入 や 予 算 執 行 管 理 機 能 の 強 化 な ど に つ い て

検 討 を 進 め 、 人 為 的 な ミ ス の 防 止 機 能 の 拡 充 と 併 せ て 事 務 の

効 率 化 ・ 簡 素 化 を 図 る こ と に よ り 、 事 務 処 理 の 誤 り が 生 じ に

く い 仕 組 み づ く り に 取 り 組 み ま す 。

第 ２ 指 摘 事 項 の 該 当 機 関

１ 農 業 振 興 部 須 崎 農 業 振 興 セ ン タ ー

(１ ) 指 摘 事 項

窪 川 ２ 期 地 区 地 域 た め 池 総 合 整 備 小 屋 ガ 谷 池 仮 設 道 工 事

に お い て 、 高 知 県 建 設 工 事 検 査 規 程 （ 昭 和 42年 １ 月 高 知 県

訓 令 第 ３ 号 ） に 基 づ き 技 術 管 理 課 長 が 検 査 命 令 権 者 に な る

べ き 完 成 検 査 を 事 務 所 長 が 命 令 し て い た 。

こ れ は 、 農 業 振 興 部 の 課 が 主 管 す る 工 事 に あ っ て は 、 １

件 の 請 負 対 象 金 額 が 5,0 0 0万 円 以 上 の も の は 、 土 木 部 に お

い て 工 事 検 査 を 実 施 す る も の と 定 め た 高 知 県 建 設 工 事 検 査

規 程 第 ６ 条 の ２ の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

当 該 工 事 は 、 当 初 の 請 負 対 象 金 額 （ 設 計 金 額 ） が 5,00 0

万 円 未 満 で あ っ た も の が 、 完 了 直 前 の 変 更 で 5,0 00万 円 以

上 と な っ た も の で す 。 請 負 対 象 金 額 は 5,0 0 0 万 円 以 上 と

な っ た も の の 、 契 約 金 額 は 5,0 0 0万 円 未 満 で あ っ た こ と も

あ り 、 年 度 末 ま で の 工 期 内 の 完 了 に 向 け た 工 事 の 進 捗 管 理

等 に 注 力 す る 中 、 担 当 者 及 び 決 裁 ル ー ト の 各 職 員 の 確 認 が

不 十 分 と な り 、 工 事 検 査 の 手 続 き の 不 備 を 認 識 で き ま せ ん

で し た 。

(３ ) 措 置 状 況

今 後 は 、 工 事 ご と に 作 成 し て い る チ ェ ッ ク リ ス ト に 検 査

命 令 に 関 す る 項 目 を 追 加 し 、 管 理 職 員 等 も 含 め て チ ェ ッ ク

す る こ と で 手 続 き 漏 れ の 防 止 を 図 る と と も に 、 本 事 案 及 び

チ ェ ッ ク リ ス ト に つ い て 課 内 会 で 周 知 徹 底 す る こ と に よ

り 、 高 知 県 建 設 工 事 検 査 規 程 に 則っ た 適 切 な 事 務 に 取 り 組
のっと

み ま す 。

２ 農 業 振 興 部 農 業 技 術 セ ン タ ー

(１ ) 指 摘 事 項

農 業 技 術 セ ン タ ー 庁 舎 清 掃 業 務 委 託 に お い て 、 予 算 額 を

上 回 る 予 定 価 格 を 設 定 し て い た 。

こ れ は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 支 出 の 原 因 と な る べ き 契 約

そ の 他 の 行 為 は 、 予 算 の 定 め る と こ ろ に 従 い し な け れ ば な

ら な い と 定 め た 地 方 自 治 法 第 232条 の ３ の 規 定 に 反 す る 不

適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。



再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

当 該 業 務 委 託 の 予 定 価 格 調 書 作 成 時 に お い て 、 委 託 業 務

の 内 容 を 精 査 し た 結 果 、 予 算 を 上 回 る こ と が 判 明 し ま し た

が 、 契 約 担 当 者 は 不 足 分 に つ い て は 他 の 委 託 業 務 の 入 札 残

等 で 対 応 で き る と 判 断 し て い ま し た 。

し か し 、 そ の 旨 を 施 行 伺 に 記 載 し て い な か っ た た め 、 予

算 額 を 上 回 る 予 定 価 格 に 対 し て 予 算 措 置 が な さ れ る こ と が

書 面 で 確 認 で き な い 状 態 で し た 。

(３ ) 措 置 状 況

今 後 は 、 予 定 価 格 の 設 定 に お い て 予 算 額 内 と な る よ う 努

め る と と も に 、 予 算 不 足 時 の 対 応 等 に つ い て 施 行 伺 に 記 載

す る な ど 、 所 属 と し て ど の よ う な 判 断 を 行 っ た か 書 面 に よ

り 確 認 で き る よ う に 対 応 し ま す 。

３ 林 業 振 興 ・ 環 境 部 中 央 西 林 業 事 務 所

(１ ) 指 摘 事 項

幹 線 林 道 開 設 事 業 上 名 ・ 用 居 線 １ 工 区 工 事 に お い て 、 高

知 県 建 設 工 事 検 査 規 程 に 基 づ き 技 術 管 理 課 長 が 検 査 命 令 権

者 に な る べ き 完 成 検 査 を 事 務 所 長 が 命 令 し て い た 。

こ れ は 、 林 業 振 興 ・ 環 境 部 の 課 が 主 管 す る 工 事 に あ っ て

は 、 １ 件 の 請 負 対 象 金 額 が 5,0 0 0万 円 以 上 の も の は 、 土 木

部 に お い て 工 事 検 査 を 実 施 す る も の と 定 め た 高 知 県 建 設 工

事 検 査 規 程 第 ６ 条 の ２ の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で

あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 原 因 又 は 理 由

当 該 工 事 は 、 当 初 の 請 負 対 象 金 額 が 5,0 0 0 万 円 未 満 で

あ っ た も の が 、 そ の 後 の 設 計 変 更 に よ り 5,0 0 0万 円 以 上 と

な っ た も の で す 。 本 来 で あ れ ば 、 検 査 命 令 権 者 は 技 術 管 理

課 長 と す る べ き と こ ろ 、 担 当 者 及 び 決 裁 ル ー ト の 各 職 員 の

確 認 ・ 注 意 不 足 に よ り 、 設 計 変 更 前 の 請 負 対 象 金 額 に 対 す

る 検 査 命 令 権 者 で あ っ た 事 務 所 長 の 命 令 で 完 成 検 査 を 実 施

し た も の で す 。

(３ ) 措 置 状 況

部 内 に お い て 本 事 案 を 共 有 す る と と も に 、 高 知 県 建 設 工

事 検 査 規 程 に お け る 請 負 対 象 金 額 ご と の 検 査 命 令 権 者 の 確

認 を 周 知 徹 底 し ま し た 。

今 後 は 、 検 査 命 令 に 関 す る 項 目 が 入 っ た チ ェ ッ ク リ ス ト

を 作 成 し 、 設 計 変 更 が あ っ た 工 事 等 に つ い て は 、 チ ェ ッ ク

リ ス ト に 基 づ き 管 理 職 員 等 も 含 め て 確 認 す る こ と を 部 内 で

ル ー ル 化 し 、 再 発 防 止 に 努 め る と と も に 、 高 知 県 建 設 工 事

検 査 規 程 に 則っ た 適 正 な 事 務 処 理 を 徹 底 し ま す 。
のっと

５ 高 教 政 第 611号

令 和 ５ 年 10月 30日

高 知 県 監 査 委 員 様



高 知 県 教 育 長

定 期 監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ５ 年 ８ 月 21日 付 け ５ 高 監 報 第 ５ 号 で 報 告 の あ り ま し た 定 期

監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 状 況 等 に つ い て 、 下 記 の と お り 措 置 し ま

し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

記

機 関 名 ： 春 野 高 等 学 校

１ 指 摘 事 項

生 産 物 の 売 払 い に お い て 、 令 和 ４ 年 度 に 収 入 調 定 を 行 う べ

き と こ ろ 、 令 和 ５ 年 度 に 行 っ て い た も の が あ っ た 。

こ れ は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に

始 ま り 、 翌 年 ３ 月 31日 に 終 わ る と 定 め た 地 方 自 治 法 第 208条

に 規 定 す る 会 計 年 度 及 び そ の 独 立 の 原 則 に 反 す る 不 適 切 な 事

務 処 理 で あ る 。

ま た 、 歳 入 徴 収 者 が 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16

号 ） 第 154条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 歳 入 の 調 定 を し よ う と す る

と き は 、 当 該 歳 入 に 係 る 法 令 、 契 約 書 そ の 他 の 関 係 書 類 に 基

づ い て 、 速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い と 定 め た 、 高 知 県 会

計 規 則 （ 平 成 ４ 年 高 知 県 規 則 第 ２ 号 ） 第 22条 の 規 定 に 反 す る

不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

２ 原 因 又 は 理 由

生 産 物 売 払 い の 事 務 手 続 き に つ い て 、 所 属 内 及 び 相 手 方 と

の 連 携 不 足 に よ り 、 売 払 代 金 の 納 入 方 法 等 に 関 す る 確 認 及 び

調 整 が 十 分 に 行 え て い な か っ た こ と か ら 、 結 果 的 に 事 務 処 理

が 遅 延 し 、 収 入 の 受 入 が 翌 年 度 に な っ た こ と に よ る も の で

す 。

３ 措 置 状 況

所 属 職 員 に 対 し て 、 今 回 の 指 摘 内 容 の 情 報 共 有 を 行 い 、 所

属 内 や 相 手 方 と の 連 携 を 十 分 に 図 り 、 事 務 手 続 き の 確 認 や 調

整 を 確 実 に 行 う こ と 、 ま た 、 適 正 か つ 速 や か に 事 務 処 理 を 行

わ な け れ ば な ら な い こ と に つ い て 周 知 徹 底 し ま し た 。

今 後 は 、 生 産 物 売 払 い の 事 務 手 続 き の 際 に 、 管 理 職 員 等 を

含 め た 複 数 の 職 員 で 確 認 を 行 う こ と に よ り 、 再 発 防 止 に 努 め

て ま い り ま す 。


